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この申告
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1 法 人 税 の 日 の

修正中告書の提出による。
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更正・決定

□ 日の

再獲 正 に よ る 。

事 業 種 目

(フ リガナ)

法 人 名

期末現在の資本金の額
又 は 出資 金 の 額
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期末現在の資本金の額及び

資本準備金の額の合算額

(フ リガす)

代表者氏名

(フ リガナ) 期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額

月 日か ら 月 日までの の市民税の 申告書 ※
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試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 ②

遠付法人税額等の控除額 ③

退職年金等積立金に係る法人税額 ④

課税標準 となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額
① +②―① +〇 ⑤
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11意 1 自 カ 十 円

2以上 の市 町村 に事務所又 は事 業所 を有す る法 人 におけ る課税標準 ×④と な る 法 人 税 額 又 は 個 別 帰 属 及 び そ の 法 人 税 ⑤ 101010

市町村民税の特定寄阿金税額控除額 ⑦

税額控除超過額相当額の加算額 ⑥

外 国関係会社等 に係 る控 除対 象所得税額等相 当額又 は個別挫 除対象
所得税額等相 当額 の控 除額 ③

外国の法人税等の額の控除額 ⑩

仮装経理に基づく法人税割額の控除額 ①

差引法人税割額 ⑤―⑦十③―③―⑩―①又は⑥―⑦+③一③一⑩一① ⑫ 1010

既に納付の確定した当期分の法人税割額 ⑬
1010

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 ⑭

この申告により納付すべき法人税割額 ②―④一⑭ ⑮
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算定期間中において事務所等を有していた月数  ⑩ 月 円×需⑫ 1010

既に納付の確定した当期分の均等害↓額 ⑬
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この申告により納付すべき均等割額 ⑦―⑬ ⑩
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解 散 の 日 年  月  日
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の場合の計算期間
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